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１
９
８
４
年
生

ま
れ
、
２
０
１

７
年
に
３
２
歳

の
若
さ
で
急
逝 

   （１） 
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し
た
歌
人
が
い
る
。
第
一
歌
集

が
遺
歌
集
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
歌
集
『
滑
走
路
』
萩
原
慎

一
郎
。
滑
走
路
か
ら
飛
び
立
つ

こ
と
を
希
っ
て
い
た
は
ず
だ

が
、
叶
わ
な
か
っ
た
▼
《
屋
上

で
珈
琲
を
飲
む 

か
ろ
う
じ
て

お
れ
に
も
職
が
あ
る
現
在
は
》

《
ぼ
く
も
非
正
規
き
み
も
非
正

規
秋
が
き
て
牛
丼
屋
に
て
牛
丼

食
べ
る
》
こ
う
い
う
歌
も
。《
い

ろ
い
ろ
と
書
い
て
あ
る
の
だ 

看
護
師
の
あ
な
た
の
腕
は
メ
モ

帳
な
の
だ
》
▼
中
高
一
貫
校
に

入
り
、
い
じ
め
を
受
け
、「
そ
の

苦
し
い
時
期
に
出
会
っ
た
の
が

短
歌
だ
っ
た
よ
う
で
す
」
と
両

親
の
あ
と
が
き
に
あ
る
。
卒
業

後
は
自
宅
療
養
と
通
院
で
、
時

間
を
か
け
て
大
学
を
卒
業
し
、

「
ア
ル
バ
イ
ト
や
契
約
社
員
と

し
て
少
し
ず
つ
働
け
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
」
と
▼
「
非

正
規
と
い
う
言
葉
を
こ
の
国
か

ら
一
掃
す
る
」
と
こ
の
国
の
首

相
は
言
っ
て
い
る
。
欺
瞞
と
嘘

に
ま
み
れ
た
人
で
あ
る
。
▼
《
引

き
寄
せ
て
そ
し
て
言
葉
を
抱
き

し
め
て
三
十
一
文
字
を
愛
す
る

わ
れ
は
》
萩
原
さ
ん
の
言
葉
を

首
相
に
進
呈
す
る
。 

（
い
） 
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新春のつどい盛大に開催！ 
    

 

大阪高裁でも勝利判決 

郵政労契法２０条、西日本裁判 
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郵
政
産
業
労
働
者
ユ
ニ
オ
ン

東
京
地
本
と
関
東
地
本
は
、
１

月
１
３
日
に
２
０
１
９
年
「
新

春
の
つ
ど
い
」
を
文
京
区
民
セ

ン
タ
ー
で
１
０
０
名
の
参
加
で

開
催
し
ま
し
た
。  

 

福
田
書
記
長
・
冨
田
執
行
委

員
の
司
会
で
始
ま
り
、
主
催
者

を
代
表
し
て
田
中
東
京
地
本
委

員
長
の
挨
拶
。
続
い
て
、
日
巻

中
央
本
部
委
員
長
の
挨
拶
、
乾

杯
の
発
声
を
昨
年
最
も
組
織
拡

大
の
成
果
を
あ
げ
た
葛
飾
新
宿

支
部
の
小
泉
支
部
長
が
行
い
ま

し
た
。 

  
歓
談
の
後
、
来
賓
の
方
々
か

ら
挨
拶
を
受
け
ま
し
た
。
東
京

地
評
・
松
森
事
務
局
長
、
東
京

全
労
協
・
大
森
議
長
、
Ｊ
Ａ
Ｌ

争
議
団
・
細
井
さ
ん
、
日
本
共

産
党
か
ら
山
添
拓
参
議
院
員
・

大
山
と
も
子
都
議
会
議
員
、
２

０
条
裁
判
原
告
の
浅
川
さ
ん
、

た
だ
き
ま
し
た
。 

 

新
入
組
合
員
の
紹
介
を
銀
座
、

王
子
、
晴
海
、
小
石
川
各
支
部

と
関
東
地
本
が
行
わ
れ
ま
し
た
。続

い
て
、
練
馬
支
部
か
ら
の
朗
読
劇
「
労

契
法
２
０
条
裁
判
で
の
会
話
」
と
続

き
、
恒
例
の
く
じ
引
き
大
会
、
西
部
・

特
定
局
・
逓
病
各
支
部
か
ら
挨
拶
を
い

た
だ
き
、
閉
会
近
づ
い
て
い
き
ま
し

た
。 

 

東
京
郵
便
合
唱
団
か
ら
２
曲
い
た
だ

き
、
深
山
関
東
地
本
委
員
長
の
閉
会
の

挨
拶
、
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
〆
、
ガ
ン

バ
ろ
ー
合
唱
し
終
了
し
ま
し
た
。 

 

ハ
チ
ミ
ツ
・
９
条
カ
レ
ン
ダ
ー
販
売

の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

郵
政
産
業
労
働
者
ユ
ニ
オ
ン
東
京
地

本
は
、
１
月
１
３
日
に
２
０
１
９
年

「
新
春
の
つ
ど
い
」
を
、
文
京
区
民
セ

ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
。  

福
田
書

記
長
・
冨
田
執
行
委
員
の
進
行
に
始
ま

り
、
主
催
者
を
代
表
し
て
田
中
東
京
地

本
委
員
長
の
挨
拶
。
続
い
て
、
日
巻
中

央
本
部
委
員
長
の
挨
拶
を
い
た
だ
き
、

乾
杯
の
発
声
を
、
昨
年
最
も
組
織
拡
大

を
行
な
っ
た
、
葛
飾
新
宿
支
部
の
小
泉

支
部
長
に
行
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

し
ば
し
歓
談
後
、
来
賓
の
皆
様
か
ら

挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
東
京
地

評
・
松
森
事
務
局
長
、
東
京
全
労
協
・

大
森
議
長
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
争
議
団
か
ら
細
井

様
、
日
本
共
産
党
か
ら
山
添
拓
参
議
院

議
員
・
大
山
の
ぶ
子
都
議
会
議
員
、
２

０
条
裁
判
原
告
の
浅
川
さ
ん
・
宇
田
川

さ
ん
、
以
上
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

新
入
組
合
員
の
紹
介
を
銀
座
、
王
子
、

晴
海
、
小
石
川
各
支
部
と
関
東
地
本
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
練
馬
支
部

か
ら
の
朗
読
劇
「
労
契
法
２
０
条
裁
判

で
の
会
話
」
と
続
き
、
恒
例
の
く
じ
引

き
大
会
、
西
部
・
特
定
局
・
逓
病
各
支

部
か
ら
挨
拶
を
い
た
だ
き
、
閉
会
近
づ

い
て
い
き
ま
し
た
。 

 

東
京
郵
便
合
唱
団
か
ら
２
曲
い
た
だ

き
、
深
山
関
東
地
本
委
員
長
の
閉
会
の

挨
拶
、
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
〆
、
ガ
ン

バ
ろ
ー
合
唱
し
終
了
し
ま
し
た
。 

 

ハ
チ
ミ
ツ
・
９
条
カ
レ
ン
ダ
ー
販
売

の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

 

０
条
裁
判
原
告
浅
川
さ
ん
、
宇

田
川
さ
ん
が
挨
拶
し
ま
し
た
。 

  

新
入
組
合
員
の
紹
介
で
は
銀

座
、
王
子
、
晴
海
、
小
石
川
支

部
と
関
東
地
本
が
お
こ
な
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
練
馬
支
部
か

ら
の
朗
読
劇
「
労
契
法
２
０
条

裁
判
で
の
会
話
」
、
恒
例
の
く
じ

引
き
大
会
、
西
部
・
特
定
局
・

逓
病
各
支
部
か
ら
は
新
年
の
決

意
が
話
さ
れ
ま
し
た 

恒
例
の
東
京
郵
便
合
唱
団
か

ら
は
２
曲
披
露
さ
れ
、
深
山
関

東
地
本
委
員
長
の
閉
会
挨
拶
、

団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
を
行
っ
た
後

全
員
で
「
頑
張
ろ
う
」
を
合
唱

し
、
団
結
を
固
め
合
い
ま
し
た
。

ま
し
た
。
ハ
チ
ミ
ツ
・
９
条
カ

レ
ン
ダ
ー
販
売
の
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

２０１９年を飛躍の年に 東京・関東地本主催 

あいさつをする田中東京地本委員長 

参加者全員でガンバローを歌って最高潮！ 

１月２４日、大阪高裁において、郵政労契法２０条、

西日本裁判の控訴審判決が言い渡されました。地裁判決

を上回る判決で、東京高裁における東日本裁判に続き勝

利判決を勝ち取りました。 

契約社員に有給の病気休暇、夏期冬期休暇の不付与は

不合理な格差認め、地裁判決を上回る総額４３３万５２

９２円の損害賠償の支払いを命じました。また、住居手

当は 

 

  

当は全額支給を認め、祝日割増賃金については、一部

（１月２日・３日）のみ認めました。一方、地裁判決

で認めた扶養手当は認めない、年末年始手当、夏期冬

期休暇、有給の病気休暇などについて、雇用期間が５

年以下の契約社員には認めないという問題のある判断

を示しました。 

 大阪地裁の勝利判決を糧に最高裁でのたたかい、格

差解消に向けてたたかいを強化しよう。（写真２面）  



                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

    

（２） 

２０１９年 ２月 １日（金） 

年  月 日（ ） 第  号 

    

 

   
 

年末年始手当の 

見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

２
５~

２
８
日 

第
１
２
次
オ
ー
ル
郵
政 

沖
縄
連
帯
ツ
ア
ー 

２
７
日
～
３
月
１
日 

地
本
労
働
相
談 

２
日 

地
本
執
行
委
員
会 

３
日 

非
正
規
社
員
の
つ
ど
い 

３
月
４
日 

正
社
員
化
と
均
等
待
遇
を
求 

め
る
本
社
前
集
会
・
院
内
集
会 

 
 

４
日 

地
本
春
闘
キ
ャ
ラ
バ
ン
行
動 

 

２
１
日 

原
発
を
全
国
集
会 

 
 
 
 
 
 

代
々
木
公
園 

 

３
１
日 

地
本
春
の
レ
ク
「
花
見
」 

 
 
 
 
 
 

亀
戸
中
央
公
園 

４
月
６
日 

地
本
執
行
委
員
会 

 

 
ること、非正規労働者の格差是正について、労契法 20 条裁判での地裁判決を生

かし、組合交渉で格差是正の制度改正をかちとることの重要性が訴えられました。 

 銀座郵便局では、さらに仲間が増え 30 人での宣伝活動となりました。この日、

各職場でのビラ配布行動を行ってから銀座局の行動に集まった組合員からの連帯の

あいさつをはじめ、銀座支部の春闘のとりくみの報告がありました。参加者全体で

18 春闘勝利のシュプレヒコールを行い、本社前集会と院内集会へ合流しました。こ

の後、葛飾新宿局での宣伝行動の予定となっていましたが、雨天荒天のため断念し、

場所を移し地方の仲間も合流し春闘勝利！大交流会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１４日最高裁前 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第 7回地本主催のスキー交流会が 1月 20日～22日

まで、群馬県の尾瀬岩鞍スキー場で開催されました。 

今回は、OB の方々が多く参加され 3 日間とも雪の

降る天候でしたが、楽しく過ごすことができました。     

OB の方々の元気な滑りを見ていると、改めてスキー

は生涯スポーツだと実感しました。若者がスキーやス

ノーボードを自由に楽しめる環境にしなければなら

ないとつくづく感じる交流会でした。 

参加された皆さん、大変お疲れさまでした。来年又、

皆様にお会い出来るのを楽しみにしています。 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
末
年
始
手
当
の
年
末
部
分

の
廃
止
は
、
昨
年
の
春
闘
で
の

会
社
の
回
答
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
廃
止
は
郵
政
２
０
条
裁

判
で
年
末
年
始
手
当
を
非
正
規

社
員
に
支
給
し
な
い
の
は
不
合

理
と
い
う
地
裁
判
決
が
出
さ

れ
、
そ
れ
を
会
社
は
正
社
員
に

支
給
し
て
い
る
手
当
を
削
減
、

廃
止
し
、
そ
の
原
資
で
非
正
規

社
員
に
支
給
す
る
と
い
う
こ
と

か
ら
行
っ
た
の
で
す
。
均
等
待

遇
は
下
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な

く
上
に
合
わ
せ
て
い
く
も
の
で

す
。
こ
れ
に
反
す
る
会
社
の
姿

勢
を
改
め
さ
せ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

   

 

 

 

地本秋のレク 

 

 

 

★
年
末
年
始
手
当
の
見
直
し 

 

年
末
年
始
勤
務
手
当
は
今

年
度
か
ら
年
末
部
分
は
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。 

年
始
手
当
は
、
１
月
１
日
～

１
月
３
日
に
勤
務
し
た
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給
要
件
は

正
社
員
、
短
時
間
社
員
、
高
齢

再
雇
用
社
員
、
期
間
雇
用
社

員
。 支

給
額
、
正
社
員
、
短
時
間

勤
務Ⅱ
型
社
員
以
外
の
高
齢

再
雇
用
社
員
は
５
０
０
０
円
、 

短
時
間
社
員
、
短
時
間
勤
務

Ⅱ

型
社
員
は
２
５
０
０
円
、 

期
間
雇
用
社
員
は
４
０
０

０
円
（
４
時
間
以
下
は
２
０
０

０
円
） 

 

    

（
正
社
員
・
高
齢
再
雇
用
社

員
・
期
間
雇
用
社
員
・
短
時
間

社
員
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
社
員
及

び
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
高
齢
再
雇

用
社
員
） 

・
手
当
の
支
給
対
象
社
員
を
拡

大
。 

  

正
社
員
、
高
齢
再
雇
用
社

員
、
短
時
間
社
員
、
ア
ソ
シ
エ

イ
ト
社
員
①
及
び
ア
ソ
シ
エ

イ
ト
高
齢
再
雇
用
社
員
①
の

社
員
手
当
支
給
額
は
５
０
０

０
円
③
に
な
り
ま
す
。 

 

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
社
員
②
、
ア

ソ
シ
エ
イ
ト
高
齢
再
雇
用
社

員
②
、
期
間
雇
用
社
員(

ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
契
約
社
員
及
び

は
、
実
際
の
勤
務
時
間
が
４
時
間
以

下
の
と
き
は
、
手
当
支
給
額
は
１
／

２
の
額
と
な
り
ま
す
。 

・
支
給
対
象
期
間
を
１
月
１
日
～
１

月
３
日
に
変
更
し
ま
す
。(

１
２
月
２

９
日
～
１
２
月
３
１
日
は
対
象
期
間

外
と
な
り
ま
す
。)

 

・
支
給
期
間
の
変
更
に
伴
い
支
給
月

が
１
月
か
ら
２
月
に
変
更
に
な
り
ま

す
。 

※
年
始
勤
務
手
当
に
名
称
変
更
し
ま

す
。 

 

◆
中
央
本
部
交
渉
は
同
業
他
社
で
も

年
末
は
通
常
業
務
と
す
る
会
社
の

「
論
理
」
に
対
し
て
、
本
部
は
「
郵

便
に
お
い
て
年
末
と
年
始
は
切
り
離

せ
な
い
特
殊
性
が
あ
る
」
と
対
比
さ

せ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
会
社
は
、「
公
務
員
時

代
の
制
度
で
あ
り
、
今
日
的
に
は
繁

忙
期
に
お
元
気
手
当
と
い
う
認
識
は

持
っ
て
い
な
い
。
時
代
の
変
化
に
よ

る
見
直
し
」
と
強
弁
し
ま
し
た
。 

  

労
働
条
件
引
き
下
げ
の
撤
回
を
！ 

 

 

・
支
給
期
間
の
変
更
に
伴
い
支

給
月
が
１
月
か
ら
２
月
に
変
更

に
な
り
ま
す
。 

◆
中
央
本
部
交
渉
は
同
業
他
社

で
も
年
末
は
通
常
業
務
と
す
る

会
社
の
「
論
理
」
に
対
し
て
、

本
部
は
「
郵
便
に
お
い
て
年
末

と
年
始
は
切
り
離
せ
な
い
特
殊

性
が
あ
る
」
と
対
比
さ
せ
ま
し

た
。 

 

こ
れ
に
対
し
会
社
は
、「
公
務

員
時
代
の
制
度
で
あ
り
、
今
日

的
に
は
繁
忙
期
に
お
元
気
手
当

と
い
う
認
識
は
持
っ
て
い
な

い
。
時
代
の
変
化
に
よ
る
見
直

し
」
と
強
弁
し
ま
し
た
。 

  
労
働
条
件
引
き
下
げ
の
撤
回
を
！ 

★
年
末
年
始
手
当
の
見
直
し
（
正
社

員
・
高
齢
再
雇
用
社
員
・
期
間
雇
用
社

員
・
短
時
間
社
員
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
社

員
及
び
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
高
齢
再
雇
用

社
員
） 

・
手
当
の
支
給
対
象
社
員
を
拡
大
し
ま

す
。 

 

正
社
員
、
高
齢
再
雇
用
社
員
、
短
時

間
社
員
、
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
社
員
①
及
び

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
高
齢
再
雇
用
社
員
①

の
社
員
手
当
支
給
額
は
５
０
０
０
円

③
に
な
り
ま
す
。 

 

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
社
員
②
、
ア
ソ
シ
エ

イ
ト
高
齢
再
雇
用
社
員
②
、
期
間
雇
用

社
員(

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
契
約
社
員
及

び
ア
ル
バ
イ
ト
を
除
く)

社
員
手
当
支

給
額
は
４
０
０
０
円
③
に
な
り
ま
す
。

①
は
、
短
時
間
社
員
か
ら
の
採
用
者
に

限
る
。
②
は
、
短
時
間
社
員
か
ら
の
採

用
者
を
除
く
。
③
は
、
実
際
の
勤
務
時

間
が
４
時
間
以
下
の
と
き
は
、
手
当
支

給
額
は
１
／
２
の
額
と
な
り
ま
す
。 

・
支
給
対
象
期
間
を
１
月
１
日
～
１
月

３
日
に
変
更
し
ま
す
。(

１
２
月
２
９

日
～
１
２
月
３
１
日
は
対
象
期
間
外

と
な
り
ま
す
。)

 

・
支
給
期
間
の
変
更
に
伴
い
支
給
月
が

１
月
か
ら
２
月
に
変
更
に
な
り
ま
す
。 

※
年
始
勤
務
手
当
に
名
称
変
更
し
ま

す
。 

 

◆
中
央
本
部
交
渉
は
同
業
他
社
で
も

年
末
は
通
常
業
務
と
す
る
会
社
の
「
論

理
」
に
対
し
て
、
本
部
は
「
郵
便
に
お

い
て
年
末
と
年
始
は
切
り
離
せ
な
い

特
殊
性
が
あ
る
」
と
対
比
さ
せ
ま
し

た
。 

 

こ
れ
に
対
し
会
社
は
、「
公
務
員
時
代

の
制
度
で
あ
り
、
今
日
的
に
は
繁
忙
期

に
お
元
気
手
当
と
い
う
認
識
は
持
っ

て
い
な
い
。
時
代
の
変
化
に
よ
る
見
直

し
」
と
強
弁
し
ま
し
た
。 

  

労
働
条
件
引
き
下
げ
の
撤
回
を
！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

元気に滑り  スキー交流会 

楽しく交流 

当
面
の
行
動
日
程 

２
月
２
日 

第
１
３
回
地
方
委
員
会 

３
日 

六
五
歳
裁
判
支
え
る
会
総
会 

 

和
泉
橋
区
民
館 

１
５
時 

 

９
・
１
０
日 

第
７
回
中
央
委
員
会 

１
１
日 

全
国
書
記
長
会
議 

１
５
日 

東
京
総
行
動 

８
時
４
５
分 

 
 
 
 
 
 

総
務
省
前 

１
６
日 

第
２
回
支
部
長
会
議 

東
部
区
民
館 

１
０
時 

１
９
日 

総
が
か
り
議
員
会
館
前
行
動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
８
時
３
０
分 

２
４
日 

沖
縄
県
民
投
票
実
施
日 

 

１
月
２
４
日
大
阪
高
裁
前 

東
京
高
裁
前 

昨
年
１
２
月
１
３
日 

🎿 
 

🏂 
 

 



 


